
47　２０１7年 8 月１5日号48 　２０１7年 8 月１5日号

ま
せ
ん
。
入
国
さ
せ
る
か
否
か
は
、

「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
」（
以

下
、
入
管
法
）
に
規
定
が
あ
り
ま
す
。

外
国
人
が
日
本
に
入
国
・
上
陸
す
る
に

は
、
以
下
①
〜
⑥
の
要
件
を
満
た
す
こ

と
が
必
要
で
す
（
入
管
法
７
条
１
項
、

６
条
３
項
）。

①
有
効
な
旅
券
（
パ
ス
ポ
ー
ト
等
）
を

所
持
し
て
い
る
こ
と

②
ビ
ザ
（
査
証
）
を
必
要
と
す
る
場
合

に
は
、
上
陸
目
的
に
合
致
し
た
有
効
な

ビ
ザ
を
旅
券
に
受
け
て
い
る
こ
と

③
上
陸
の
申
請
時
に
、
日
本
で
行
お
う

と
す
る
活
動
が
虚
偽
の
も
の
で
な
く
、

入
管
法
に
定
め
ら
れ
た
在
留
資
格
の
い

ず
れ
か
に
対
応
す
る
活
動
に
該
当
す
る

こ
と

④
上
陸
の
申
請
に
か
か
る
在
留
期
間
が

法
務
省
令
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
で

提
供
し
て
上
陸
申
請
を
行
う
こ
と

　

②
の
ビ
ザ
と
は
、
日
本
国
領
事
館
等

が
当
該
外
国
人
が
所
持
し
て
い
る
旅
券

の
真
正
性
と
入
国
目
的
を
事
前
に
審
査

す
る
手
続
き
、
あ
る
い
は
そ
の
審
査
に

よ
り
日
本
へ
の
入
国
が
差
し
支
え
な
い

と
判
断
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
文
書
を
い

い
ま
す
。

　

ビ
ザ
は
あ
く
ま
で
も
入
国
・
上
陸
を

許
可
す
る
基
準
の
１
つ
に
過
ぎ
な
い
た

め
、
ビ
ザ
が
発
給
さ
れ
て
い
る
か
ら
と

い
っ
て
必
ず
入
国
・
上
陸
が
許
可
さ
れ

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
国
際
的
な
取
決
め
や
協
定
な

ど
に
よ
り
、
日
本
入
国
時
の
ビ
ザ
が
免

除
さ
れ
る
国
が
あ
り
ま
す
。
平
成
29
年

７
月
現
在
、
68
の
国
と
地
域
に
対
し
て

実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
ビ
ザ
が
免
除
さ

れ
て
い
る
国
と
地
域
の
人
は
原
則
、
商

用
や
会
議
、
観
光
、
親
族
・
知
人
訪
問

等
を
目
的
と
す
る
場
合
、
入
国
の
際
に

ビ
ザ
を
取
得
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。

在
留
資
格
で
活
動
範
囲
が
限
定

　

一
方
、
③
の
在
留
資
格
と
は
、
外
国

人
が
日
本
に
在
留
し
、
一
定
の
活
動
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
入
管
法
上
の
資
格

で
す
。
在
留
資
格
は
、
外
国
人
が
日
本

に
滞
在
す
る
根
拠
で
あ
る
と
と
も
に
、

在
留
資
格
の
種
類
ご
と
に
定
め
ら
れ
て

い
る
範
囲
や
期
間
で
活
動
で
き
る
こ
と

を
示
し
ま
す
。

　

在
留
資
格
は
、
入
管
法
の
別
表
に
定

め
ら
れ
て
お
り 

、
図
表
の
と
お
り
28

種
類
あ
り
ま
す
（
平
成
29
年
７
月
現

在
）。
平
成
27
年
度
の
外
国
人
新
規
入

国
者
数
の
う
ち
、
在
留
資
格
別
に
み
る

と
「
短
期
滞
在
」
が
圧
倒
的
に
多
く
、

次
い
で
「
留
学
」「
技
能
実
習
」「
興

行
」「
公
用
」「
家
族
滞
在
」「
技
術
・

人
文
知
識
・
国
際
業
務
」
と
続
き
ま
す

（
平
成
28
年
３
月
４
日
法
務
省
報
道
発

表
）。

あ
る
こ
と

⑤
上
陸
拒
否
事
由
に
該
当
し
な
い
こ
と

⑥
指
紋
・
写
真
等
の
個
人
識
別
情
報
を

　

そ
も
そ
も
外
国
人
は
日
本
に

自
由
に
入
国
す
る
こ
と
は
で
き

A

Q1

外
国
人
が
日
本
に

滞
在
す
る
に
は

何
か
資
格
が
必
要
な
の
？

POINT!

外国人が日本に入国・上陸す・
るには、ビザや在留資格など
の要件を満たすことが必要

在留する外国人はビザの取得・
とともに、在留・活動を許可
する在留資格も持っている

●入管法別表で規定される在留資格
別表第１ １ 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道

２ 高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研
究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介
護、興行、技能、技能実習

３ 文化活動、短期滞在

４ 留学、研修、家族滞在

５ 特定活動

別表第２ 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配属者等、定住者

本
に
滞
在
す
る
外
国
人
が
増

え
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
外

国
人
は
所
定
の
申
告
を
行
い
在
留
資

格
等
を
得
て
滞
在
し
て
い
る
の
で
す

が
、
そ
う
し
た
ル
ー
ル
を
知
ら
な
い

金
融
機
関
の
担
当
者
は
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
。
外
国
人
か
ら
口
座
開
設
を

依
頼
さ
れ
た
場
合
も
困
っ
て
し
ま
う

で
し
ょ
う
。

　
そ
こ
で
、
本
特
別
企
画
で
は
、
外

国
人
の
在
留
資
格
や
本
人
確
認
書

類
、
口
座
開
設
手
続
き
の
ポ
イ
ン
ト

な
ど
を
解
説
し
ま
す
。

日

入
国
管
理
制
度
の
内
容
と
口
座
開
設
時
の
手
続
き

くどう行政法務事務所 行政書士

工藤 篤志

知
っ
て
お
き
た
い
！

外
国
人

外
国
人
の
在
留
資
格

特別企画
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